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財 政 課

令 和 ５ 年 度 ６ 月 補 正 予 算

に 関 す る 説 明 資 料

（ 議 案 第 １ ２ ２ 号 ）
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(単位：千円)

増 減 額

土木費負担金 44,558 （ 374,648 → 419,206 ）

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

6,232,014 （ 1,136,469 → 7,368,483 ）

地方道路交付金事業費 3,971,722 （ 6,601,870 → 10,573,592 ）

文化振興事業費 26,000 （ 20,000 → 46,000 ）

前年度繰越金 813,710 （ 1 → 813,711 ）　

あきたの魅力ある水田農業確立対策事業

6,681 （ 1 → 6,682 ）

地方道路交付金事業費 2,094,800 （ 3,898,300 → 5,993,100 ）

国直轄道路事業負担金 765,300 （ 3,580,400 → 4,345,700 ）

令 和 ５ 年 度 ６ 月 補 正 予 算　　主 要 な 歳 入 増 減 調 書

区　　　　分 増　　　　額　　　　内　　　　訳 減　　　　額　　　　内　　　　訳

1 県 税

2 地方消費税清算金

3 地 方 譲 与 税

4 地 方 特 例 交 付 金

5 地 方 交 付 税

6
交 通 安 全 対 策
特 別 交 付 金

7 分担金及び負担金 46,774

8 使用料及び手数料

9 国 庫 支 出 金 12,660,488

10 財 産 収 入

11 寄 附 金 26,000

12 繰 入 金

13 繰 越 金 813,710

14 諸 収 入 7,655

15 県 債 3,717,400

合　　　計 17,272,027 582,599,840　→　599,871,867
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(単位：千円)

増 減 額 減　　　　額　　　　内　　　　訳

公共交通燃料高騰等対策事業 375,589 （ 0 → 375,589 ）

地域主体による大館能代空港活性化支援事業

145,000 （ 1,800 → 146,800 ）

県有体育施設整備改修事業 104,901 （ 146,396 → 251,297 ）

医療・介護・福祉施設省エネルギー化支援事業

402,579 （ 0 → 402,579 ）

介護保険施設等物価高騰対策事業 216,000 （ 0 → 216,000 ）

障害児・者施設整備補助事業 89,692 （ 198,728 → 288,420 ）

医療施設等物価高騰対策事業 634,362 （ 0 → 634,362 ）

畜産経営維持緊急支援事業 608,390 （ 0 → 608,390 ）

あきたの魅力ある水田農業確立対策事業

335,137 （ 6,109 → 341,246 ）

土地改良区体制強化事業 300,000 （ 17,347 → 317,347 ）

農地耕作条件改善事業 274,787 （ 706,447 → 981,234 ）

林業成長産業化総合対策事業 201,215 （ 0 → 201,215 ）

ＬＰガス価格高騰対策緊急支援事業 825,265 （ 0 → 825,265 ）

特別高圧電力価格高騰対策緊急支援事業

531,360 （ 0 → 531,360 ）

観光施設魅力向上事業 327,420 （ 553,422 → 880,842 ）

宿泊施設等生産性向上支援事業 251,621 （ 0 → 251,621 ）

地方道路交付金事業 6,304,293 （ 11,222,755 → 17,527,048 ）

国直轄道路事業負担金 850,352 （ 3,978,315 → 4,828,667 ）

令 和 ５ 年 度 ６月 補 正 予 算    主 要 な 目 的 別 増 減 調 書

区　　　　分 増　　　　額　　　　内　　　　訳

1 議 会 費

2 総 務 費 760,814

3 民 生 費 901,393

4 衛 生 費 648,505

5 労 働 費

8 土 木 費 8,817,625

9 警 察 費

6 農 林 水 産 業 費 2,363,002

7 商 工 費 2,545,459
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増 減 額 減　　　　額　　　　内　　　　訳区　　　　分 増　　　　額　　　　内　　　　訳

統合型校務支援システム共同調達・共同利用実証事業

171,512 （ 0 → 171,512 ）

秋田県立大学運営事業 151,721 （ 3,630,865 → 3,782,586 ）

国際教養大学運営事業 39,176 （ 1,133,008 → 1,172,184 ）

農業用施設災害復旧事業 580,000 （ 1,121,000 → 1,701,000 ）

農地災害復旧事業 220,000 （ 274,400 → 494,400 ）

10 教 育 費 435,229

11 災 害 復 旧 費 800,000

12 公 債 費

13 諸 支 出 金

14 予 備 費

合　　　計 17,272,027 582,599,840　→　599,871,867
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行政サービスの提供のあり方検討事業について（新規）

行政経営課

１ 目的

人口減少・少子高齢化の進行や公共施設等の老朽化などの課題が顕在化する一方で、ライフスタイル・価値

観の多様化やデジタル技術の急速な進展など社会を取り巻く環境が大きく変化していることを踏まえ、中長期

的な視点に立って行政サービスの提供のあり方を検討し、時代の変革に的確に対応した持続的・安定的な行政

運営を目指す。

２ 内容

地方行財政に精通した学識経験者をはじめ、農業、福祉など幅広い分野からの意見を取り入れるため、外部

有識者会議を設置し、県の行政サービスの提供のあり方について知事への提言をいただく。

〔外部有識者会議の概要〕

委 員 数：８名（予定）

開催予定：令和５年７月～令和６年２月 計６回程度

令和６年３月 知事へ提言

３ 予算額

４，４８７千円（○一４，４８７千円）

内訳 ・報償費 ５３０千円 ・旅 費 ２，３０８千円

・需用費 １，０４２千円 ・役務費 ６６千円

・使用料 １７６千円 ・備品購入費 ３６５千円
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災害弔慰金の負担金について

総合防災課

１ 概要

今冬の大雪により亡くなられた方の遺族に対し、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、市町

村が支給する災害弔慰金の一部を負担する。

２ 負担金の交付先

横手市（１名）、大館市（１名）、由利本荘市（２名）

３ 負担割合

国１／２、都道府県１／４、市町村１／４

４ 予算額

９，３７５千円（ ６，２５０千円 ○一 ３，１２５千円）

（内訳） 負担金補助及び交付金

・死亡者が受給遺族の主たる生計維持者であった場合･･････5,000 千円×3/4×１名＝3,750 千円

・上記以外の場合･･････････････････････････････････････2,500 千円×3/4×３名＝5,625 千円

【参考】 支給要件等

対 象 災 害  災害救助法を適用した都道府県が２以上ある災害（全国適用）等

支 給 額  生計維持者が死亡した場合：5,000千円、その他の者が死亡した場合：2,500千円

支 給 対 象 者  遺族：配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹（同居又は生計が同じ者に限る）
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「職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案」について（議案第１２４号）

人事課

１ 改正理由
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の区分が、令和５年５月８日から５類感染症に変更された。
これを受け、国家公務員に準じ、新型コロナウイルス感染症に係る防疫等業務手当を廃止する必要が

ある。

２ 改正内容
条例附則第７項及び第８項において特例として規定している当該手当を廃止する。

３ 施行期日
公布の日

【参考】新型コロナウイルス感染症に係る防疫等業務手当の支給要件等

支給要件 支給額（１日当たり）

・ 対象者に対して行う検査の補助や移送の作業等を行った場合 ３，０００円

・ 対象者の介助等身体に直接触れて作業を行った場合 ４，０００円
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職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

附

則

附

則

１
～
６

略

１
～
６

略

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
防
疫
等
業
務
手
当
の
特
例
）

７

職
員
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら

世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に

報
告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら

県
民
の
生
命
及
び
健
康
を
保
護
す
る
た
め
に
緊
急
に
行
わ
れ
る
措
置
に
係
る

作
業
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
従
事
し
た
と
き
は
、
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
防
疫
等
業
務
手
当
を
支
給
す
る
。

８

前
項
の
手
当
の
額
は
、
作
業
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
、
三
千
円
（
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
患
者
若
し
く
は
そ
の
疑
い
の
あ
る
者
の
身
体

に
接
触
し
て
又
は
こ
れ
ら
の
者
に
長
時
間
に
わ
た
り
接
し
て
行
う
作
業
そ
の

他
人
事
委
員
会
が
こ
れ
に
準
ず
る
と
認
め
る
作
業
に
従
事
し
た
場
合
に
あ
つ

て
は
、
四
千
円
）
と
す
る
。
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「秋田県県税条例の一部を改正する条例案」について（議案第１２５号）

税務課

１ 改正理由

地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１号）による地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

の一部改正に伴い、自動車税の環境性能割及び種別割の賦課徴収の特例措置について、その加算する金額

の割合を引き上げる等の必要がある。

２ 主な改正内容

⑴ 自動車税の環境性能割及び種別割の賦課徴収の特例の見直し

（附則第１８条の１２、附則第１９条の３関係）

ア 制度の概要

環境性能割及び種別割において、排ガス・燃費性能

に偽装があった場合には、当初の納税額が本来の性能

により計算した税額よりも少額となるため、納付不足

額が生じる。

この場合においては、この不足額に一定割合を加算

した額を、不正を行った自動車メーカーに納税させる

こととしている。

イ 改正の概要

不足額に加算する割合を３５％（現行１０％）に

引き上げる。

自動車ユーザー
自動車

メーカー

追加納税＋

加算する額

（10％→35％）

当初の納税額

本来の性能により

計算した税額 不正により生じた

納付不足額

納税

県
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⑵ 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の特例の拡充（附則第１２条の３関係）

ア 制度の概要

個人の県民税の所得割においては、個人投資家がいわゆるスタートアップ企業へ投資して株式を取

得した場合には、当該株式の売却により生じた損失をその年の他の株式の譲渡益から控除できるとと

もに、控除しきれなかった損失を翌年以降に繰り越すことができる等の優遇措置が講じられている。

イ 改正の概要

この優遇措置の適用を受けられる納税義務者に、自ら発起人となってスタートアップ企業を創業し、

当該企業の株式を取得した者を追加する。

⑶ その他

所要の規定の整備を行う。

３ 施行期日等

⑴ この条例は、一部を除き、令和６年１月１日から施行することとする。

⑵ この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとする。
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秋
田
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

（
個
人
の
県
民
税
の
賦
課
徴
収
）

（
個
人
の
県
民
税
の
賦
課
徴
収
）

第
三
十
七
条
の
三

個
人
の
県
民
税
の
賦
課
徴
収
は
、
法
第
七
百
三
十
九
条
の

第
三
十
七
条
の
三

個
人
の
県
民
税
の
賦
課
徴
収
は
、
法
第
四
十
八
条

五
の
規
定
に
よ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
市
町
村
が
当
該
市
町
村
の
個
人
の
市

の
規
定
に
よ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
市
町
村
が
当
該
市
町
村
の
個
人
の
市

町
村
民
税
の
賦
課
徴
収
（
均
等
割
の
税
率
の
軽
減
を
除
く
。
）
の
例
に
よ
り

町
村
民
税
の
賦
課
徴
収
（
均
等
割
の
税
率
の
軽
減
を
除
く
。
）
の
例
に
よ
り

、
当
該
市
町
村
の
個
人
の
市
町
村
民
税
の
賦
課
徴
収
と
併
せ
て
行
う

も

、
当
該
市
町
村
の
個
人
の
市
町
村
民
税
の
賦
課
徴
収
と
あ
わ
せ
て
行
な
う
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

２

知
事
は
、
市
町
村
が
前
項
の
規
定
に
よ
り

行
う

個
人
の
県
民
税
の
賦

２

知
事
は
、
市
町
村
が
前
項
の
規
定
に
よ
つ
て
行
な
う
個
人
の
県
民
税
の
賦

課
徴
収
に
関
す
る
事
務
の
執
行
に
つ
い
て
、
市
町
村
に
対
し
、
必
要
な
援
助

課
徴
収
に
関
す
る
事
務
の
執
行
に
つ
い
て
、
市
町
村
に
対
し
、
必
要
な
援
助

を
行
う

も
の
と
す
る
。

を
行
な
う
も
の
と
す
る
。

（
個
人
の
県
民
税
に
係
る
徴
収
金
の
払
込
み
の
方
法
）

（
個
人
の
県
民
税
に
係
る
徴
収
金
の
払
込

の
方
法
）

第
三
十
九
条

市
町
村
が
法
第
七
百
三
十
九
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

第
三
十
九
条

市
町
村
が
法
第
四
十
二
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
つ
て

個
人
の
県
民
税
に
係
る
徴
収
金
を
払
い
込
む
場
合
に
お
い
て
は
、
払
込
書
に

個
人
の
県
民
税
に
係
る
徴
収
金
を
払
い
込
む
場
合
に
お
い
て
は
、
払
込
書
に

よ
り

指
定
金
融
機
関
に
払
い
込
む
も
の
と
す
る
。

よ
つ
て
指
定
金
融
機
関
に
払
い
込
む
も
の
と
す
る
。

（
個
人
の
県
民
税
に
係
る
徴
収
取
扱
費
の
交
付
）

（
個
人
の
県
民
税
に
係
る
徴
収
取
扱
費
の
交
付
）

第
四
十
一
条

個
人
の
県
民
税
に
係
る
徴
収
金
を
賦
課
徴
収
し
た
市
町
村
に
対

第
四
十
一
条

個
人
の
県
民
税
に
係
る
徴
収
金
を
賦
課
徴
収
し
た
市
町
村
に
対

し
て
は
、
徴
収
取
扱
費
と
し
て
次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
を
交
付
す
る
も

し
て
は
、
徴
収
取
扱
費
と
し
て
次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
を
交
付
す
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一

略

一

略

二

市
町
村
が
徴
収
し
た
個
人
の
県
民
税
に
係
る
徴
収
金
を
法
第
十
七
条
又

二

市
町
村
が
徴
収
し
た
個
人
の
県
民
税
に
係
る
徴
収
金
を
法
第
十
七
条
又

は
法
第
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り

市
町
村
が
還
付
し
、
又
は
充
当
し

は
法
第
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
つ
て
市
町
村
が
還
付
し
、
又
は
充
当
し

た
場
合
に
お
け
る
当
該
徴
収
金
に
係
る
過
誤
納
金
に
相
当
す
る
金
額

た
場
合
に
お
け
る
当
該
徴
収
金
に
係
る
過
誤
納
金
に
相
当
す
る
金
額

三

法
第
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
り

市
町
村
が
加
算
し
た
前
号
の
過
誤

三

法
第
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
つ
て
市
町
村
が
加
算
し
た
前
号
の
過
誤

納
金
に
係
る
還
付
加
算
金
に
相
当
す
る
金
額

納
金
に
係
る
還
付
加
算
金
に
相
当
す
る
金
額

四

法
第
三
百
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

市
町
村
が
交
付
し
た
個

四

法
第
三
百
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
市
町
村
が
交
付
し
た
個

人
の
県
民
税
の
納
期
前
の
納
付
に
対
す
る
報
奨
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額

人
の
県
民
税
の
納
期
前
の
納
付
に
対
す
る
報
奨
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額

五

第
三
十
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
べ
き
額
で
同
条
の
所
得

五

第
三
十
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
べ
き
額
で
同
条
の
所
得

割
の
額
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
金
額
を
法
第
三
百
十
四
条

割
の
額
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
金
額
を
法
第
三
百
十
四
条

の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て

市
町
村
が
還
付
し
た

場
合
に
お
け
る
当
該
控
除
す
る
こ
と

市
町
村
が
還
付
し
、
又
は
充
当
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
控
除
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
つ
た
金
額
に
相
当
す
る
金
額

が
で
き
な
か
つ
た
金
額
に
相
当
す
る
金
額

２
・
３

略

２
・
３

略

附

則

附

則

（
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
）

（
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
）

第
九
条

当
分
の
間
、
県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
租
税
特

第
九
条

当
分
の
間
、
県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
租
税
特

別
措
置
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
を
有
す
る
場
合
に
は

別
措
置
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
を
有
す
る
場
合
に
は

、
当
該
譲
渡
所
得
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
五
条
の
規
定
に

、
当
該
譲
渡
所
得
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
五
条
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
他
の
所
得
と
区
分
し
、
前
年
中
の
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
に

か
か
わ
ら
ず
、
他
の
所
得
と
区
分
し
、
前
年
中
の
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
に

対
し
、
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
同
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は

対
し
、
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
同
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は

第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条

第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条

の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十

の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は

五
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ

第
三
十
六
条
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ

ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡

ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡

所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
と
し
、
こ
れ
ら
の
金
額

所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
と
し
、
こ
れ
ら
の
金
額

に
つ
き
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
三
十
四

に
つ
き
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
三
十
四

条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
。
次
条
第
一
項

条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
。
次
条
第
一
項

及
び
第
二
項
並
び
に
附
則
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
「
課
税
長
期
譲
渡
所

及
び
第
二
項
並
び
に
附
則
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
「
課
税
長
期
譲
渡
所

得
金
額
」
と
い
う
。
）
の
百
分
の
二
に
相
当
す
る
金
額
に
相
当
す
る
所
得
割

得
金
額
」
と
い
う
。
）
の
百
分
の
二
に
相
当
す
る
金
額
に
相
当
す
る
所
得
割

を
課
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
の
計
算
上
生
じ

を
課
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
の
計
算
上
生
じ

た
損
失
の
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
県
民
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

た
損
失
の
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
県
民
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
当
該
損
失
の
金
額
は
生
じ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

は
、
当
該
損
失
の
金
額
は
生
じ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

２
・
３

略

２
・
３

略
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（
優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡

（
優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡

所
得
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
）

所
得
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
）

第
十
条

略

第
十
条

略

２

略

２

略

３

第
一
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
場
合
に
お
い
て

３

第
一
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
場
合
に
お
い
て

、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
そ
の
有
す
る
土
地
等
に
つ
き
、
租
税
特
別
措

、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
そ
の
有
す
る
土
地
等
に
つ
き
、
租
税
特
別
措

置
法
第
三
十
三
条
か
ら
第
三
十
三
条
の
四
ま
で
、
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十

置
法
第
三
十
三
条
か
ら
第
三
十
三
条
の
四
ま
で
、
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十

五
条
の
三
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
二
、
第
三
十
六
条
の
五
、
第
三
十
七
条
、

五
条
の
二
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
二
、
第
三
十
六
条
の
五
、
第
三
十
七
条
、

第
三
十
七
条
の
四
か
ら
第
三
十
七
条
の
六
ま
で
又
は
第
三
十
七
条
の
八
の
規

第
三
十
七
条
の
四
か
ら
第
三
十
七
条
の
六
ま
で
又
は
第
三
十
七
条
の
八
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
と
き
は
、
当
該
土
地
等
の
譲
渡
は
、
第
一
項
に
規
定
す

定
の
適
用
を
受
け
る
と
き
は
、
当
該
土
地
等
の
譲
渡
は
、
第
一
項
に
規
定
す

る
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
又
は
前
項
に
規
定
す
る
確
定
優
良
住
宅
地

る
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
又
は
前
項
に
規
定
す
る
確
定
優
良
住
宅
地

等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。

等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。

４
・
５

略

４
・
５

略

（
特
定
中
小
会
社
が
発
行
し
た
株
式
に
係
る
譲
渡
損
失
の
繰
越
控
除
等
及
び

（
特
定
中
小
会
社
が
発
行
し
た
株
式
に
係
る
譲
渡
損
失
の
繰
越
控
除
等
及
び

譲
渡
所
得
等
の
課
税
の
特
例
）

譲
渡
所
得
等
の
課
税
の
特
例
）

第
十
二
条
の
三

県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
（
租
税
特
別
措
置
法
第
三

第
十
二
条
の
三

租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
三
第
一
項

十
七
条
の
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
中
小
会
社
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

に
規
定
す
る
特
定
中
小
会
社
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
特
定
中
小
会
社
」
と
い
う
。
）
の
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
株
式

て
「
特
定
中
小
会
社
」
と
い
う
。
）
の
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
株
式

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
株
式
」
と
い
う
。
）
を
払
込
み
（
当
該
株

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
株
式
」
と
い
う
。
）
を
払
込
み
（
当
該
株

式
の
発
行
に
際
し
て
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
項
に
お
い

式
の
発
行
に
際
し
て
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

て
同
じ
。
）
に
よ
り
取
得
（
同
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
本
文
の
規
定
の

。
）
に
よ
り
取
得
（
同
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
本
文
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。

適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。

）
を
し
た
も
の

（
当
該
取
得
を
し
た
日
に
お
い

）
を
し
た
県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
（
当
該
取
得
を
し
た
日
に
お
い

て
そ
の
者
を
判
定
の
基
礎
と
な
る
株
主
と
し
て
選
定
し
た
場
合
に
当
該
特
定

て
そ
の
者
を
判
定
の
基
礎
と
な
る
株
主
と
し
て
選
定
し
た
場
合
に
当
該
特
定

中
小
会
社
が
法
人
税
法
第
二
条
第
十
号
に
規
定
す
る
会
社
に
該
当
す
る
こ
と

中
小
会
社
が
法
人
税
法
第
二
条
第
十
号
に
規
定
す
る
会
社
に
該
当
す
る
こ
と

と
な
る
と
き
に
お
け
る
当
該
株
主
そ
の
他
の
令
附
則
第
十
八
条
の
六
第
一
項

と
な
る
と
き
に
お
け
る
当
該
株
主
そ
の
他
の
令
附
則
第
十
八
条
の
六
第
一
項

に
規
定
す
る
者
で
あ
つ
た
も
の
を
除
く
。
）
又
は
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十

に
規
定
す
る
者
で
あ
つ
た
も
の
を
除
く
。
第
三
項

七
条
の
十
三
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
株
式
会
社
の
同
項
に
規
定
す
る
設
立

特
定
株
式
を
払
込
み
に
よ
り
取
得
を
し
た
も
の
（
当
該
株
式
会
社
の
発
起
人

で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
令
附
則
第
十
八
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
を

満
た
す
も
の
に
限
る
。
）
に
限
る
。
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い

、
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
同
法
第
三
十
七
条
の
十
三
の
三
第
一
項

て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
三
の
二
第
一

に
規
定
す
る
適
用
期
間
（
第
六
項
に
お
い
て
「
適
用
期
間
」
と
い
う
。
）

項
に
規
定
す
る
適
用
期
間
（
第
六
項
に
お
い
て
「
適
用
期
間
」
と
い
う
。
）

内
に
、
そ
の
有
す
る
当
該
払
込
み
に
よ
り
取
得
を
し
た
特
定
株
式
が
株
式
と

内
に
、
そ
の
有
す
る
当
該
払
込
み
に
よ
り
取
得
を
し
た
特
定
株
式
が
株
式
と

し
て
の
価
値
を
失
つ
た
こ
と
に
よ
る
損
失
が
生
じ
た
場
合
と
し
て
同
条
第
一

し
て
の
価
値
を
失
つ
た
こ
と
に
よ
る
損
失
が
生
じ
た
場
合
と
し
て
同
条
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
事
実
が
発
生
し
た
と
き
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
実
が

項
各
号
に
掲
げ
る
事
実
が
発
生
し
た
と
き
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
実
が

発
生
し
た
こ
と
は
当
該
特
定
株
式
の
譲
渡
を
し
た
こ
と
と
、
当
該
損
失
の
金

発
生
し
た
こ
と
は
当
該
特
定
株
式
の
譲
渡
を
し
た
こ
と
と
、
当
該
損
失
の
金

額
と
し
て
令
附
則
第
十
八
条
の
六
第
三
項
に
規
定
す
る
金
額
は
当
該
特
定
株

額
と
し
て
令
附
則
第
十
八
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
金
額
は
当
該
特
定
株

式
の
譲
渡
を
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
失
の
金
額
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て

式
の
譲
渡
を
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
失
の
金
額
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て

、
こ
の
条
及
び
附
則
第
十
二
条
の
二
の
規
定
そ
の
他
の
県
民
税
に
関
す
る
規

、
こ
の
条
及
び
附
則
第
十
二
条
の
二
の
規
定
そ
の
他
の
県
民
税
に
関
す
る
規

定
を
適
用
す
る
。

定
を
適
用
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
事
実
が
発
生
し
た
年
の
末
日
の
属
す

２

前
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
事
実
が
発
生
し
た
年
の
末
日
の
属
す

る
年
度
の
翌
年
度
分
の
第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
（
そ
の
提

る
年
度
の
翌
年
度
分
の
第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
（
そ
の
提

出
期
限
後
に
お
い
て
県
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に
提
出

出
期
限
後
に
お
い
て
県
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に
提
出

さ
れ
た
も
の
及
び
そ
の
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
法
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項

さ
れ
た
も
の
及
び
そ
の
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
法
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項

の
確
定
申
告
書
又
は
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
三
の
三
第
十
項
に

の
確
定
申
告
書
又
は
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
三
の
二
第
十
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
七
条
の
十
二
の
二
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
七
条
の
十
二
の
二
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す

る
所
得
税
法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
含
む
。
）
に

る
所
得
税
法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
含
む
。
）
に

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
の
記
載
が
あ
る
と
き
（
こ
れ
ら

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
の
記
載
が
あ
る
と
き
（
こ
れ
ら

の
申
告
書
に
そ
の
記
載
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る

の
申
告
書
に
そ
の
記
載
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る

と
市
町
村
長
が
認
め
る
と
き
を
含
む
。
）
に
限
り
、
適
用
す
る
。

と
市
町
村
長
が
認
め
る
と
き
を
含
む
。
）
に
限
り
、
適
用
す
る
。

３
・
４

略

３
・
４

略

５

県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
の
前
年
前
三
年
内
の
各
年
に
生
じ
た
特

５

県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
の
前
年
前
三
年
内
の
各
年
に
生
じ
た
特

定
株
式
に
係
る
譲
渡
損
失
の
金
額
（
第
三
項
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
前

定
株
式
に
係
る
譲
渡
損
失
の
金
額
（
第
三
項
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
前

年
前
に
お
い
て
控
除
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
は
、
当
該
特
定
株
式
に
係
る

年
前
に
お
い
て
控
除
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
は
、
当
該
特
定
株
式
に
係
る

譲
渡
損
失
の
金
額
の
生
じ
た
年
の
末
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
県
民
税

譲
渡
損
失
の
金
額
の
生
じ
た
年
の
末
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
県
民
税

に
つ
い
て
特
定
株
式
に
係
る
譲
渡
損
失
の
金
額
の
控
除
に
関
す
る
事
項
を
記

に
つ
い
て
特
定
株
式
に
係
る
譲
渡
損
失
の
金
額
の
控
除
に
関
す
る
事
項
を
記

載
し
た
第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
し
た
場
合
（
市
町

載
し
た
第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
し
た
場
合
（
市
町

村
長
に
お
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら

村
長
に
お
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら

12                 



の
申
告
書
を
そ
の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
県
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ

の
申
告
書
を
そ
の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
県
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ

れ
る
時
ま
で
に
提
出
し
た
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
、
そ
の
後
の
年
度
分

れ
る
時
ま
で
に
提
出
し
た
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
、
そ
の
後
の
年
度
分

の
県
民
税
に
つ
い
て
連
続
し
て
こ
れ
ら
の
申
告
書
（
そ
の
提
出
期
限
後
に
お

の
県
民
税
に
つ
い
て
連
続
し
て
こ
れ
ら
の
申
告
書
（
そ
の
提
出
期
限
後
に
お

い
て
県
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
も
の
を

い
て
県
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
も
の
を

含
む
。
）
を
提
出
し
て
い
る
と
き
に
限
り
、
附
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
後

含
む
。
）
を
提
出
し
て
い
る
と
き
に
限
り
、
附
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
後

段
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
附
則
第
十
八
条
の
六
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

段
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
附
則
第
十
八
条
の
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

、
当
該
納
税
義
務
者
の
附
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式

、
当
該
納
税
義
務
者
の
附
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式

等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
及
び
附
則
第
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規

等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
及
び
附
則
第
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
第
三
項
の
規
定
の
適
用

定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
第
三
項
の
規
定
の
適
用

が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。

が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
を
限
度
と
し
て
、
当
該
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
及
び
上

）
を
限
度
と
し
て
、
当
該
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
及
び
上

場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
の
計
算
上
控
除
す
る
。

場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
の
計
算
上
控
除
す
る
。

６

第
三
項
及
び
前
項
に
規
定
す
る
特
定
株
式
に
係
る
譲
渡
損
失
の
金
額
と
は

６

第
三
項
及
び
前
項
に
規
定
す
る
特
定
株
式
に
係
る
譲
渡
損
失
の
金
額
と
は

、
当
該
県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
適
用
期
間
内
に
、
そ
の
払
込

、
当
該
県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
適
用
期
間
内
に
、
そ
の
払
込

み
に
よ
り
取
得
を
し
た
特
定
株
式
の
譲
渡
（
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条

み
に
よ
り
取
得
を
し
た
特
定
株
式
の
譲
渡
（
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条

の
十
三
の
三
第
八
項
に
規
定
す
る
譲
渡
を
い
う
。
）
を
し
た
こ
と
に
よ
り
生

の
十
三
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
譲
渡
を
い
う
。
）
を
し
た
こ
と
に
よ
り
生

じ
た
損
失
の
金
額
と
し
て
令
附
則
第
十
八
条
の
六
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
計

じ
た
損
失
の
金
額
と
し
て
令
附
則
第
十
八
条
の
六
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
計

算
し
た
金
額
の
う
ち
、
当
該
納
税
義
務
者
の
当
該
譲
渡
を
し
た
年
の
末
日
の

算
し
た
金
額
の
う
ち
、
当
該
納
税
義
務
者
の
当
該
譲
渡
を
し
た
年
の
末
日
の

属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
県
民
税
に
係
る
附
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規

属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
県
民
税
に
係
る
附
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
の
計
算
上
控
除
し
て
も
な

定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
の
計
算
上
控
除
し
て
も
な

お
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
部
分
の
金
額
と
し
て
令
附
則
第
十
八
条
の
六

お
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
部
分
の
金
額
と
し
て
令
附
則
第
十
八
条
の
六

第
七
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
を
い
う
。

第
六
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
を
い
う
。

７

略

７

略

（
不
動
産
取
得
税
の
新
築
家
屋
の
取
得
の
日
等
に
係
る
特
例
）

（
不
動
産
取
得
税
の
新
築
家
屋
の
取
得
の
日
等
に
係
る
特
例
）

第
十
四
条
の
七

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
、
地
方
住
宅
供
給
公
社
又
は

第
十
四
条
の
七

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
、
地
方
住
宅
供
給
公
社
又
は

家
屋
を
新
築
し
て
譲
渡
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
者
で
令
附
則
第
六
条
の
十
八

家
屋
を
新
築
し
て
譲
渡
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
者
で
令
附
則
第
六
条
の
十
七

第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
が
売
り
渡
す
新
築
の
住
宅
に
係
る
第
六
十
三
条
第

第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
が
売
り
渡
す
新
築
の
住
宅
に
係
る
第
六
十
三
条
第

二
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
住
宅
の
新
築
が
平
成
十

二
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
住
宅
の
新
築
が
平
成
十

年
十
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に

年
十
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に

限
り
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
六
月
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
年
」
と
す
る
。

限
り
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
六
月
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
年
」
と
す
る
。

２

土
地
が
取
得
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
土
地
の
上
に
第
七
十
三
条
第
一
項
に
規

２

土
地
が
取
得
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
土
地
の
上
に
第
七
十
三
条
第
一
項
に
規

定
す
る
特
例
適
用
住
宅
が
新
築
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
同
項
及
び
第
七
十
四

定
す
る
特
例
適
用
住
宅
が
新
築
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
同
項
及
び
第
七
十
四

条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
土
地
の
取
得
が
平
成
十
六
年

条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
土
地
の
取
得
が
平
成
十
六
年

四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限

四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限

り
、
第
七
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
二
年
」
と
あ
る
の
は
「
三
年
（
同
日

り
、
第
七
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
二
年
」
と
あ
る
の
は
「
三
年
（
同
日

か
ら
三
年
以
内
に
特
例
適
用
住
宅
が
新
築
さ
れ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合

か
ら
三
年
以
内
に
特
例
適
用
住
宅
が
新
築
さ
れ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合

と
し
て
令
附
則
第
六
条
の
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
四
年
）
」

と
し
て
令
附
則
第
六
条
の
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
四
年
）
」

と
、
第
七
十
四
条
第
一
項
中
「
二
年
以
内
、
同
条
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る

と
、
第
七
十
四
条
第
一
項
中
「
二
年
以
内
、
同
条
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る

の
は
「
三
年
（
令
附
則
第
六
条
の
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
四

の
は
「
三
年
（
令
附
則
第
六
条
の
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
四

年
）
以
内
、
前
条
第
二
項
第
一
号
」
と
す
る
。

年
）
以
内
、
前
条
第
二
項
第
一
号
」
と
す
る
。

（
不
動
産
取
得
税
の
減
額
等
）

（
不
動
産
取
得
税
の
減
額
等
）

第
十
六
条

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律

第
十
六
条

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律

第
二
十
六
号
）
第
七
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規

第
二
十
六
号
）
第
七
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規

定
す
る
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
で
あ
る
貸
家
住
宅
（
そ
の
全
部
又

定
す
る
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
で
あ
る
貸
家
住
宅
（
そ
の
全
部
又

は
一
部
が
専
ら
住
居
と
し
て
貸
家
の
用
に
供
さ
れ
る
家
屋
を
い
う
。
）
で
令

は
一
部
が
専
ら
住
居
と
し
て
貸
家
の
用
に
供
さ
れ
る
家
屋
を
い
う
。
）
で
令

附
則
第
七
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
も
の
の
用
に
供
す
る
土
地
の
取
得
を
令

附
則
第
七
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
も
の
の
用
に
供
す
る
土
地
の
取
得
を
令

和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
し
た
場
合
に
お
け
る
第
七
十
三
条
第
一
項
の

和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
し
た
場
合
に
お
け
る
第
七
十
三
条
第
一
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
に
つ
い
て
は
」
と
あ
る
の
は
「
に
つ

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
に
つ
い
て
は
」
と
あ
る
の
は
「
に
つ

い
て
は
、
当
該
取
得
が
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に

い
て
は
、
当
該
取
得
が
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に

限
り
」
と
、
「
住
宅
（
令
第
三
十
九
条
の
二
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅

限
り
」
と
、
「
住
宅
（
令
第
三
十
九
条
の
二
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅

に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
例
適
用
住
宅
」
と
い
う
。
）
一
戸
（

に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
例
適
用
住
宅
」
と
い
う
。
）
一
戸
（

共
同
住
宅
等
に
あ
つ
て
は
、
令
第
三
十
九
条
の
二
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る

共
同
住
宅
等
に
あ
つ
て
は
、
令
第
三
十
九
条
の
二
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る

居
住
の
用
に
供
す
る
た
め
に
独
立
的
に
区
画
さ
れ
た
一
の
部
分
」
と
あ
る
の

居
住
の
用
に
供
す
る
た
め
に
独
立
的
に
区
画
さ
れ
た
一
の
部
分
」
と
あ
る
の

は
「
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
二

は
「
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
二

十
六
号
）
第
七
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す

十
六
号
）
第
七
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す

る
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
で
あ
る
貸
家
住
宅
（
そ
の
全
部
又
は
一

る
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
で
あ
る
貸
家
住
宅
（
そ
の
全
部
又
は
一

部
が
専
ら
住
居
と
し
て
貸
家
の
用
に
供
さ
れ
る
家
屋
を
い
う
。
）
で
令
附
則

部
が
専
ら
住
居
と
し
て
貸
家
の
用
に
供
さ
れ
る
家
屋
を
い
う
。
）
で
令
附
則

第
七
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
例
適
用

第
七
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
例
適
用

13                 



サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
」
と
い
う
。
）
の
居
住
の
用
に
供
す
る
た

サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
」
と
い
う
。
）
の
居
住
の
用
に
供
す
る
た

め
に
独
立
的
に
区
画
さ
れ
た
一
の
部
分
で
同
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
も
の

め
に
独
立
的
に
区
画
さ
れ
た
一
の
部
分
で
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
も
の

」
と
、
同
項
各
号
中
「
特
例
適
用
住
宅
」
と
あ
る
の
は
「
特
例
適
用
サ
ー
ビ

」
と
、
同
項
各
号
中
「
特
例
適
用
住
宅
」
と
あ
る
の
は
「
特
例
適
用
サ
ー
ビ

ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
」
と
す
る
。

ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
」
と
す
る
。

２
～
７

略

２
～
７

略

（
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
が
非
課
税
と
な
る
一
般
乗
合
用
の
バ
ス
に
係
る

（
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
が
非
課
税
と
な
る
一
般
乗
合
用
の
バ
ス
に
係
る

路
線
）

路
線
）

第
十
八
条
の
十
一

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
十

に
規
定
す
る
条
例
で

第
十
八
条
の
十
一

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
条
例
で

定
め
る
路
線
は
、
第
百
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
生
活
路
線
の
う
ち
規

定
め
る
路
線
は
、
第
百
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
生
活
路
線
の
う
ち
規

則
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

則
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）

（
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）

第
十
八
条
の
十
二

略

第
十
八
条
の
十
二

略

２

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
百
六
十
八
条
第
二
項
の

２

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
百
六
十
八
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
決
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
額
は
、

規
定
に
よ
る
決
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
額
は
、

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
十
一
第
二
項
の
不
足
額
に
、
こ
れ
に
百
分
の
三
十

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
十
一
第
二
項
の
不
足
額
に
、
こ
れ
に
百
分
の
十

五
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

（
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
課
税
標
準
の
特
例
）

（
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
課
税
標
準
の
特
例
）

第
十
八
条
の
十
四

略

第
十
八
条
の
十
四

略

２
・
３

略

２
・
３

略

４

車
両
総
重
量
（
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
条
第
三
号
に
規
定
す
る
車
両
総

４

車
両
総
重
量
（
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
条
第
三
号
に
規
定
す
る
車
両
総

重
量
を
い
う
。
次
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
八
ト
ン
を
超
え
る

重
量
を
い
う
。
次
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
八
ト
ン
を
超
え
る

ト
ラ
ッ
ク
（
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
十
一
第
十
一
項
に
規
定
す
る
被
け

ト
ラ
ッ
ク
（
法
施
行
規
則

に
規
定
す
る
被
け

ん
引
自
動
車
を
除
く
。
次
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、

ん
引
自
動
車
を
除
く
。
次
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、

同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
四
年
五
月
一
日
以
降
に
適
用

同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
四
年
五
月
一
日
以
降
に
適
用

さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
左
側
面
へ
の
衝
突
に
対
す
る
安
全
性

さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
左
側
面
へ
の
衝
突
に
対
す
る
安
全
性

の
向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
側
方
衝

の
向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
側
方
衝

突
警
報
装
置
」
と
い
う
。
）
に
係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境

突
警
報
装
置
」
と
い
う
。
）
に
係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境

保
全
上
の
技
術
基
準
で
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
十
一
第
九
項
に
規
定
す

保
全
上
の
技
術
基
準
で
法
施
行
規
則
に
規
定
す
る
も
の
（
次
項

る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
側
方
衝
突
警
報
装
置
に
係
る
保
安
基
準
」
と
い

に
お
い
て
「
側
方
衝
突
警
報
装
置
に
係
る
保
安
基
準
」
と
い

う
。
）
及
び
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
七
年
九
月
一
日
以
降
に
適
用

う
。
）
及
び
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
七
年
九
月
一
日
以
降
に
適
用

さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
前
方
障
害
物
と
の
衝
突
に
対
す
る
安

さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
前
方
障
害
物
と
の
衝
突
に
対
す
る
安

全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
「

全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
「

衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
」
と
い
う
。
）
に
係
る
保
安
上
又
は
公
害
防

衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
」
と
い
う
。
）
に
係
る
保
安
上
又
は
公
害
防

止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
で
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
十
一

止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
で
法
施
行
規
則
に
規
定
す
る
も
の
（

第
十
項
に
規
定
す
る
も
の
（
第
六
項
に
お
い
て
「
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御

第
六
項

に
お
い
て
「
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御

装
置
に
係
る
保
安
基
準
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
の
う

装
置
に
係
る
保
安
基
準
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
の
う

ち
、
側
方
衝
突
警
報
装
置
及
び
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
を
備
え
る
も

ち
、
側
方
衝
突
警
報
装
置
及
び
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
を
備
え
る
も

の
（
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
十
一
第
八
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。

の
（
法
施
行
規
則

に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。

）
で
初
回
新
規
登
録
を
受
け
る
も
の
に
対
す
る
第
百
二
十
四
条
の
四
の
規
定

）
で
初
回
新
規
登
録
を
受
け
る
も
の
に
対
す
る
第
百
二
十
四
条
の
四
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車
の
取
得
が
令
和
六
年
四
月
三
十
日
ま
で

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車
の
取
得
が
令
和
六
年
四
月
三
十
日
ま
で

に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
条
中
「
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
同
じ

に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
条
中
「
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
同
じ

。
）
か
ら
三
百
五
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

。
）
か
ら
三
百
五
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

５

車
両
総
重
量
が
八
ト
ン
を
超
え
る
ト
ラ
ッ
ク
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両

５

車
両
総
重
量
が
八
ト
ン
を
超
え
る
ト
ラ
ッ
ク
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
四
年
五
月
一
日
以
降
に
適
用
さ

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
四
年
五
月
一
日
以
降
に
適
用
さ

れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
側
方
衝
突
警
報
装
置
に
係
る
保
安
基
準

れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
側
方
衝
突
警
報
装
置
に
係
る
保
安
基
準

に
適
合
す
る
も
の
の
う
ち
、
側
方
衝
突
警
報
装
置
を
備
え
る
も
の
（
法
施
行

に
適
合
す
る
も
の
の
う
ち
、
側
方
衝
突
警
報
装
置
を
備
え
る
も
の
（
法
施
行

規
則
附
則
第
四
条
の
十
一
第
十
二
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初
回

規
則
附
則
第
四
条
の
十
一
第
十
七
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初
回

新
規
登
録
を
受
け
る
も
の
に
対
す
る
第
百
二
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
に

新
規
登
録
を
受
け
る
も
の
に
対
す
る
第
百
二
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車
の
取
得
が
令
和
六
年
四
月
三
十
日
ま
で
に
行
わ
れ

つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車
の
取
得
が
令
和
六
年
四
月
三
十
日
ま
で
に
行
わ
れ

た
と
き
に
限
り
、
同
条
中
「
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
同
じ
。
）
か
ら

た
と
き
に
限
り
、
同
条
中
「
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
同
じ
。
）
か
ら

百
七
十
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

百
七
十
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

６

乗
用
車
（
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
十
一
第
十
四
項
に
規
定
す
る
も
の

６

乗
用
車
（
法
施
行
規
則

に
規
定
す
る
も
の

に
限
る
。
）
、
バ
ス
（
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
十
一
第
十
五
項
に
規
定

に
限
る
。
）
、
バ
ス
（
法
施
行
規
則

に
規
定

す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
ト
ラ
ッ

す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
ト
ラ
ッ

ク
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
令
和

ク
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
令
和

七
年
九
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
衝
突
被

七
年
九
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
衝
突
被

害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
に
適
合
す
る
も
の
の
う
ち
、
衝
突

害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
に
適
合
す
る
も
の
の
う
ち
、
衝
突
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被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
を
備
え
る
も
の
（
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
十

被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
を
備
え
る
も
の
（
法
施
行
規
則

一
第
十
三
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初
回
新
規
登
録
を
受
け
る
も

に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初
回
新
規
登
録
を
受
け
る
も

の
に
対
す
る
第
百
二
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
動

の
に
対
す
る
第
百
二
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
動

車
の
取
得
が
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同

車
の
取
得
が
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同

条
中
「
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
同
じ
。
）
か
ら
百
七
十
五
万
円
を
控

条
中
「
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
同
じ
。
）
か
ら
百
七
十
五
万
円
を
控

除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

７

前
各
項
の
規
定
は
、
第
百
二
十
四
条
の
八
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規

７

前
各
項
の
規
定
は
、
第
百
二
十
四
条
の
八
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規

定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
申
告
書
又
は
修
正
申
告
書
に
、
当
該
自
動
車
の
取
得

定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
申
告
書
又
は
修
正
申
告
書
に
、
当
該
自
動
車
の
取
得

に
つ
き
前
各
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
そ
の
他
の
法
施
行
規

に
つ
き
前
各
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
そ
の
他
の
法
施
行
規

則
附
則
第
四
条
の
十
一
第
十
六
項
に
規
定
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
場
合
に

則
附
則
第
四
条
の
十
一
第
十
九
項
に
規
定
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
場
合
に

限
り
、
適
用
す
る
。

限
り
、
適
用
す
る
。

（
自
動
車
税
の
種
別
割
の
税
率
の
特
例
）

（
自
動
車
税
の
種
別
割
の
税
率
の
特
例
）

第
十
九
条

略

第
十
九
条

略

２

略

２

略

３

次
に
掲
げ
る
自
動
車
に
対
す
る
第
百
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

３

次
に
掲
げ
る
自
動
車
に
対
す
る
第
百
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車
が
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車
が
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該

初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
自
動
車
税
の
種

初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
自
動
車
税
の
種

別
割
に
限
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

別
割
に
限
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

一

略

一

略

二

天
然
ガ
ス
自
動
車
の
う
ち
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の

二

天
然
ガ
ス
自
動
車
の
う
ち
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し

規
定
に
よ
り
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し

て
定
め
ら
れ
た
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
排
出
ガ

て
定
め
ら
れ
た
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
排
出
ガ

ス
保
安
基
準
で
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の

ス
保
安
基
準
で
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の

に
適
合
す
る
も
の
又
は
同
号
ロ
に
規
定
す
る
平
成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
車

に
適
合
す
る
も
の
又
は
同
号
ロ
に
規
定
す
る
平
成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
車

基
準
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
車
基
準
」
と

基
準
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
車
基
準
」
と

い
う
。
）
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
二
十
一
年

い
う
。
）
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
二
十
一
年

天
然
ガ
ス
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い

天
然
ガ
ス
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い

も
の
で
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の

も
の
で
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
も
の

三

略

三

略

四

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
営
業
用
の
乗
用
車
等
（
営
業
用
の
乗
用
車
及
び
乗

四

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
営
業
用
の
乗
用
車
等
（
営
業
用
の
乗
用
車
及
び
乗

用
車
に
類
す
る
特
種
用
途
自
動
車
（
第
百
二
十
五
条
第
一
項
第
五
号
ハ
⑴

用
車
に
類
す
る
特
種
用
途
自
動
車
（
第
百
二
十
五
条
第
一
項
第
五
号
ハ
⑴

の
特
種
用
途
自
動
車
の
う
ち
営
業
用
の
も
の
を
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下

の
特
種
用
途
自
動
車
の
う
ち
営
業
用
の
も
の
を
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
窒
素
酸
化

こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
窒
素
酸
化

物
の
排
出
量
が
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
四
号
イ
⑴

に
規
定
す
る
平

物
の
排
出
量
が
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
四
号
イ
⑴

に
規
定
す
る
平

(ⅰ)

(ⅰ)

成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
（
次
項
第
一
号
に
お
い
て
「
平
成
三

成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
（
次
項
第
一
号
に
お
い
て
「
平
成
三

十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の

十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の

値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
又
は
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
同
条
第

値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
又
は
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
同
条
第

一
項
第
四
号
イ
⑴

に
規
定
す
る
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準

一
項
第
四
号
イ
⑴

に
規
定
す
る
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準

(ⅱ)

(ⅱ)

（
次
項
第
一
号
に
お
い
て
「
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
」
と

（
次
項
第
一
号
に
お
い
て
「
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
」
と

い
う
。
）
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
で

い
う
。
）
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
で

あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
同
条
第
一
項
第
四
号
イ
⑵
に
規
定
す

あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
同
条
第
一
項
第
四
号
イ
⑵
に
規
定
す

る
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項

る
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項

に
お
い
て
「
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
「
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）

に
百
分
の
九
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
か
つ
同
号
イ
⑶
に
規
定
す
る
令

に
百
分
の
九
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
か
つ
同
号
イ
⑶
に
規
定
す
る
令

和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い

和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い

て
「
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
以
上
の
も

て
「
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
以
上
の
も

の
で
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の

の
で
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
も
の

五

石
油
ガ
ス
自
動
車
（
営
業
用
の
乗
用
車
等
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
窒
素

五

石
油
ガ
ス
自
動
車
（
営
業
用
の
乗
用
車
等
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
窒
素

酸
化
物
の
排
出
量
が
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
五
号
イ
⑴

に
規
定
す

酸
化
物
の
排
出
量
が
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
五
号
イ
⑴

に
規
定
す

(ⅰ)

(ⅰ)

る
平
成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
（
次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
平

る
平
成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
（
次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
平

成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
窒
素
酸
化

成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
窒
素
酸
化

物
の
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
又
は
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
同

物
の
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
又
は
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
同

条
第
一
項
第
五
号
イ
⑴

に
規
定
す
る
平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車

条
第
一
項
第
五
号
イ
⑴

に
規
定
す
る
平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車

(ⅱ)

(ⅱ)

基
準
（
次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準

基
準
（
次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準

」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
も

」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
も

の
で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ

の
で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
に
百
分
の
九
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
か
つ
令
和
二
年
度

ー
消
費
効
率
に
百
分
の
九
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
か
つ
令
和
二
年
度
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基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
の
も
の
で
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
の
も
の
で
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の

二
第
四
項
に
規
定
す
る
も
の

二
第
九
項
に
規
定
す
る
も
の

六

軽
油
自
動
車
（
営
業
用
の
乗
用
車
等
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
法
第
百
四

六

軽
油
自
動
車
（
営
業
用
の
乗
用
車
等
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
法
第
百
四

十
九
条
第
一
項
第
六
号
イ
⑴
に
規
定
す
る
平
成
三
十
年
軽
油
軽
中
量
車
基

十
九
条
第
一
項
第
六
号
イ
⑴
に
規
定
す
る
平
成
三
十
年
軽
油
軽
中
量
車
基

準
（
次
項
第
三
号
に
お
い
て
「
平
成
三
十
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
」
と
い

準
（
次
項
第
三
号
に
お
い
て
「
平
成
三
十
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
」
と
い

う
。
）
又
は
同
条
第
一
項
第
六
号
イ
⑴
に
規
定
す
る
平
成
二
十
一
年
軽
油

う
。
）
又
は
同
条
第
一
項
第
六
号
イ
⑴
に
規
定
す
る
平
成
二
十
一
年
軽
油

軽
中
量
車
基
準
（
次
項
第
三
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量

軽
中
量
車
基
準
（
次
項
第
三
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量

車
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

車
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

効
率
が
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
九
十
を
乗

効
率
が
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
九
十
を
乗

じ
て
得
た
数
値
以
上
か
つ
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上

じ
て
得
た
数
値
以
上
か
つ
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上

の
も
の
で
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
も
の

の
も
の
で
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
も
の

（
表

略
）

（
表

略
）

４

次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
、
営
業
用
の
乗
用
車
等
（
前
項
の
規
定
の
適

４

次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
、
営
業
用
の
乗
用
車
等
（
前
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
に
対
す
る
第
百
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
イ

用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
に
対
す
る
第
百
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
イ

、
第
四
号
イ
及
び
第
五
号
ハ
⑴
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
営
業
用

、
第
四
号
イ
及
び
第
五
号
ハ
⑴
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
営
業
用

の
乗
用
車
等
が
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

の
乗
用
車
等
が
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た

間
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た

日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
次
の
表
の

日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
同
項
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ

上
欄
に
掲
げ
る
同
項
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

一

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
の
う
ち
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
三
十
年
ガ

一

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
の
う
ち
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
三
十
年
ガ

ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分
の
一
を
超
え

ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分
の
一
を
超
え

な
い
も
の
又
は
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量

な
い
も
の
又
は
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量

車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
で
あ

車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
で
あ

つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

効
率
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
か
つ
令
和
二
年
度
基
準
エ

効
率
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
か
つ
令
和
二
年
度
基
準
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
の
も
の
で
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
六

ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
の
も
の
で
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
十

項

に
規
定
す
る
も
の

一
項
に
規
定
す
る
も
の

二

石
油
ガ
ス
自
動
車
の
う
ち
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
三
十
年
石

二

石
油
ガ
ス
自
動
車
の
う
ち
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
三
十
年
石

油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分
の
一
を
超
え

油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分
の
一
を
超
え

な
い
も
の
又
は
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量

な
い
も
の
又
は
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量

車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
で
あ

車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
で
あ

つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

効
率
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
か
つ
令
和
二
年
度
基
準
エ

効
率
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
か
つ
令
和
二
年
度
基
準
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
の
も
の
で
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
七

ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
の
も
の
で
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
十

項

に
規
定
す
る
も
の

二
項
に
規
定
す
る
も
の

三

軽
油
自
動
車
の
う
ち
、
平
成
三
十
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
又
は
平
成
二

三

軽
油
自
動
車
の
う
ち
、
平
成
三
十
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
又
は
平
成
二

十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
七
十

消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
七
十

を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
か
つ
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
か
つ
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

以
上
の
も
の
で
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
八
項

に
規
定
す
る
も

以
上
の
も
の
で
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
十
三
項
に
規
定
す
る
も

の

の

（
表

略
）

（
表

略
）

５

略

５

略

（
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）

（
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）

第
十
九
条
の
三

略

第
十
九
条
の
三

略

２

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
納
付
す
べ
き
自
動
車
税
の
種

２

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
納
付
す
べ
き
自
動
車
税
の
種

別
割
の
額
は
、
法
附
則
第
十
二
条
の
五
第
二
項
の
不
足
額
に
、
こ
れ
に
百
分

別
割
の
額
は
、
法
附
則
第
十
二
条
の
五
第
二
項
の
不
足
額
に
、
こ
れ
に
百
分

の
三
十
五
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

の
十

の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
被
災
居
住
用
財
産
に
係
る
譲
渡
期
限
の
延
長
等
の

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
被
災
居
住
用
財
産
に
係
る
譲
渡
期
限
の
延
長
等
の

特
例
）

特
例
）

第
二
十
七
条
の
二

そ
の
有
す
る
家
屋
で
そ
の
居
住
の
用
に
供
し
て
い
た
も
の

第
二
十
七
条
の
二

そ
の
有
す
る
家
屋
で
そ
の
居
住
の
用
に
供
し
て
い
た
も
の

が
警
戒
区
域
設
定
指
示
等
（
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係

が
警
戒
区
域
設
定
指
示
等
（
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係

法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
九
号
。
以

法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
九
号
。
以

下
「
震
災
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
警
戒

下
「
震
災
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
警
戒

区
域
設
定
指
示
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
わ
れ
た

区
域
設
定
指
示
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
わ
れ
た

日
に
お
い
て
当
該
警
戒
区
域
設
定
指
示
等
の
対
象
区
域
内
に
所
在
し
、
当
該

日
に
お
い
て
当
該
警
戒
区
域
設
定
指
示
等
の
対
象
区
域
内
に
所
在
し
、
当
該

警
戒
区
域
設
定
指
示
等
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
そ
の
居
住
の
用
に
供
す
る

警
戒
区
域
設
定
指
示
等
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
そ
の
居
住
の
用
に
供
す
る
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こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
当
該
居
住
の
用
に
供

こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
当
該
居
住
の
用
に
供

す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
家
屋
又
は
当
該
家
屋
及
び
当
該
家
屋
の
敷
地

す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
家
屋
又
は
当
該
家
屋
及
び
当
該
家
屋
の
敷
地

の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
等
（
震
災
特
例
法
第
十
一
条
の
七
第
一
項
に
規

の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
等
（
震
災
特
例
法
第
十
一
条
の
七
第
一
項
に
規

定
す
る
土
地
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
譲
渡
（
震
災

定
す
る
土
地
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
譲
渡
（
震
災

特
例
法
第
十
一
条
の
四
第
六
項
に
規
定
す
る
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

特
例
法
第
十
一
条
の
四
第
六
項
に
規
定
す
る
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
場
合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同

お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
場
合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
し

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
し

て
、
附
則
第
三
条
、
附
則
第
三
条
の
二
又
は
附
則
第
九
条
か
ら
第
十
二
条
ま

て
、
附
則
第
三
条
、
附
則
第
三
条
の
二
又
は
附
則
第
九
条
か
ら
第
十
二
条
ま

で
の
規
定
を
適
用
す
る
。

で
の
規
定
を
適
用
す
る
。

略

略

略

略

略

略

附
則
第
十

第
三
十
五
条
の

第
三
十
四
条
の
三
ま
で
、
第
三
十
五
条

附
則
第
十

第
三
十
五
条
の

第
三
十
四
条
の
三
ま
で
、
第
三
十
五
条

条
第
三
項

三
ま
で
、
第
三

（
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る

条
第
三
項

二
ま
で
、
第
三

（
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る

十
六
条
の
二
、

国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る

十
六
条
の
二
、

国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る

第
三
十
六
条
の

法
律
第
十
一
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に

第
三
十
六
条
の

法
律
第
十
一
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に

五

よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
、

五

よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
三
十
五
条
の
二
、
第
三
十
五
条
の
三

第
三
十
五
条
の
二

、
第
三
十
六
条
の
二
若
し
く
は
第
三
十

、
第
三
十
六
条
の
二
若
し
く
は
第
三
十

六
条
の
五
（
こ
れ
ら
の
規
定
が
東
日
本

六
条
の
五
（
こ
れ
ら
の
規
定
が
東
日
本

大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係

大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係

法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
十

法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
十

一
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用

一
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用

さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

略

略

略

略

略

略

２

略

２

略

３

そ
の
有
し
て
い
た
家
屋
で
そ
の
居
住
の
用
に
供
し
て
い
た
も
の
が
東
日
本

３

そ
の
有
し
て
い
た
家
屋
で
そ
の
居
住
の
用
に
供
し
て
い
た
も
の
が
東
日
本

大
震
災
に
よ
り
滅
失
（
震
災
特
例
法
第
十
一
条
の
七
第
四
項
に
規
定
す
る
滅

大
震
災
に
よ
り
滅
失
（
震
災
特
例
法
第
十
一
条
の
七
第
四
項
に
規
定
す
る
滅

失
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
こ
と
に
よ

失
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
こ
と
に
よ

り
そ
の
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
所
得
割
の
納
税
義
務

り
そ
の
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
所
得
割
の
納
税
義
務

者
が
、
当
該
滅
失
を
し
た
当
該
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
土
地
等

者
が
、
当
該
滅
失
を
し
た
当
該
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
土
地
等

の
譲
渡
を
し
た
場
合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄

の
譲
渡
を
し
た
場
合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
し
て
、
附
則

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
し
て
、
附
則

第
三
条
、
附
則
第
三
条
の
二
、
附
則
第
四
条
の
二
又
は
附
則
第
九
条
か
ら
第

第
三
条
、
附
則
第
三
条
の
二
、
附
則
第
四
条
の
二
又
は
附
則
第
九
条
か
ら
第

十
二
条
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。

十
二
条
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。

略

略

略

略

略

略

附
則
第
十

第
三
十
五
条
の

第
三
十
四
条
の
三
ま
で
、
第
三
十
五
条

附
則
第
十

第
三
十
五
条
の

第
三
十
四
条
の
三
ま
で
、
第
三
十
五
条

条
第
三
項

三
ま
で
、
第
三

（
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る

条
第
三
項

二
ま
で
、
第
三

（
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る

十
六
条
の
二
、

国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る

十
六
条
の
二
、

国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る

第
三
十
六
条
の

法
律
第
十
一
条
の
七
第
四
項
の
規
定
に

第
三
十
六
条
の

法
律
第
十
一
条
の
七
第
四
項
の
規
定
に

五

よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
、

五

よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
三
十
五
条
の
二
、
第
三
十
五
条
の
三

第
三
十
五
条
の
二

、
第
三
十
六
条
の
二
若
し
く
は
第
三
十

、
第
三
十
六
条
の
二
若
し
く
は
第
三
十

六
条
の
五
（
こ
れ
ら
の
規
定
が
東
日
本

六
条
の
五
（
こ
れ
ら
の
規
定
が
東
日
本

大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係

大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係

法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
十

法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
十

一
条
の
七
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
適
用

一
条
の
七
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
適
用

さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

略

略

略

略

略

略

４
・
５

略

４
・
５

略
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